
※高齢者や低額所得者など､住まいの確保が困難な方々

改正住宅セーフティネット法令和7年10月施行
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住まいの確保にお困りの方と

大家さんのための制度が

開始されます

終身建物賃貸借の手続きを簡素化

居住支援法人の業務に残置物処理を追加

住宅確保要配慮者※が利用しやすい
家賃債務保証業者を認定する制度を創設

居住支援法人等が大家と連携し
入居中のサポートを行う「居住サポート住宅」を創設

（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律）

制度改正のポイント



▶ 賃借人の死亡時に終了する（相続されない）賃貸借です
▶ 賃借人死亡時に契約解除のための相続人探しが不要です 
▶ 次の契約までの手続きをスムーズに進めることができます

※終身建物賃貸借：賃借人の死亡まで継続し、死亡時に終了する（相続人に相続されない）賃貸借
終身建物賃貸借  の手続きを簡素化01010101010101010101010101
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▶ 既存住宅についての床面積やバリアフリー基準を緩和します

床面積

バリアフリー

18 ㎡以上

・便所、浴室及び住戸内の階段には
手すりを設けること
・その他国土交通大臣の定める基準

＜手すりの設置＞
階段※・便所・浴室

※ホームエレベーターが設置されている場合や日常利用
空間が1階で完結する場合を除く

シェアハウスの場合の共用便所・共用浴室

※ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えることで同等以上の環境が
確保される場合 13㎡以上　 ※シェアハウスの場合、9ｍ以上

改正前

改正後

「住宅」ごとに認可申請

大家さん
入居者 

（住宅確保要配慮者）

※賃貸住宅の所在地を管轄する都道府県（政令指定都市・中核市）に申請･届出

✓事業者の名称･氏名、住所
✓賃借人の資格に関する事項
✓賃貸の条件に関する事項
✓賃貸住宅の管理の方法
✓事業が基本方針等に
　照らして適切である旨

✓住宅の位置
✓住宅の戸数
✓住宅の規模･構造･設備
✓住宅整備の実施時期
✓前払家賃に関する事項

実際に終身建物賃貸借を
する時までに届出（＋改修）

入居者の死亡後に残置物
があったり、借家権が
残ると次の人に貸せない

入居審査が通らない

一人暮らしで
倒れたらどうしよう

困りごとの
相談先がわからない

家賃を滞納されるのでは…

事故物件になったら困る

※

改正住宅セーフティネット法を活用してみませんか？
4 つのポイントを解説します
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専用部分

対象

期限

方法

中途
解約

共用部分

終身建物賃貸借について
詳しくはこちら

①60歳以上 かつ
②単身者 or 配偶者 又は
   60歳以上の親族と同居する者
賃借人の死亡に至るまで
 賃貸人から･賃借人からの
 両方に一定の要件あり
書面（公正証書でなくてよい）

❸ 「終身建物賃貸借」契約

❷ 対象の「住宅」を届出❶「事業者」として認可申請

入居者が
決まったら…



居住支援法人の業務に残置物処理を追加

▶ 入居者（賃借人）が死亡した時の残置物処理を円滑に行うため居住支援法人の業務に
入居者からの委託に基づく残置物処理を追加します

（令和 3年度に国土交通省・法務省で策定した残置物の処理等に関するモデル契約条項を活用して実施）

▶ 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定します
▶ 住宅金融支援機構（JHF）の家賃債務保証保険により、認定家賃債務保証業者の
要配慮者への保証リスクが低減されます

賃借人と受任者で
残置物の処理等に
関する契約を締結

賃貸人は受任者へ
死亡事実を通知

死亡した賃借人に
代わり受任者が
賃貸借契約の解除､
残置物の処理
を実施

認定家賃債務保証業者制度について
詳しくはこちら

通知
委任契約

指定

残置
物

☑●
●●

☑✕
✕✕

☑△
△△

0202020202020202020202020202
ポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイント

0303030303030303030303
ポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイントポイント

※廃棄せず､事前に決めた送付先に送るもの等

※残置物の処理等に関する賃貸人の不安感が生じにくい場面で利用すると
民法や消費者契約法に違反して無効となる場合がある

登録家賃債務保証業者制度
大臣告示（H29 創設）根拠

適正な家賃債務保証の業務を行う家賃債
務保証業者として、一定基準を満たす者
を国土交通大臣が登録（5 年毎更新）

適正な家賃債務保証の確保 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証の提供

○暴力団員等の関与なし
○純資産額 1,000 万円以上
○適切な求債権の行使に関する内部規則
○法令遵守に関する研修等の措置
○苦情対応体制の整備

○セーフティネット住宅に入居する要配慮
者の保証に限り JHF の保険が利用可能

○保険割合：最大 7 割
○要配慮者の保証に対して、JHF による保険が利用可能
○保険割合：最大 9 割

目的

概要

主な
基準

JHF
による
保険

認定家賃債務保証業者制度
住宅セーフティネット法（R7 創設）

登録家賃債務保証業者等の申請について､要配慮者が利用しやすい
家賃債務保証業者として一定の基準を満たす者を国土交通大臣が認定

○居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証を正当な理由
なく断らない

○すべての要配慮者との家賃債務保証契約について
　・緊急連絡先を親族などの個人に限定しない（法人も可）とする
　・保証人の設定を条件としない
○すべての要配慮者との契約に関わる保証料が不当に高いものでない 等

新制度

大家 賃借人

賃借人
賃借人

受任者
受任者

受任者
大家

受任者

賃貸借
契約

〈想定される受任者〉 以下のいずれか
・賃借人の推定相続人
・居住支援法人､管理業者等の第三者
（推定相続人を受任者とすることが困難な場合）委任契約

残置物の処理等に関する
モデル契約条項を活用

賃借人は､家財等を
指定残置物※と
非指定残置物に整理 賃

借
人
の
死
亡

住宅確保要配慮者が利用しやすい
家賃債務保証業者を認定する制度を創設

生前に交わす委任契約による
円滑な残置物処理の流れ

〔残置物の処理等に関するモデル契約条項〕

〈 想定される利用場面 〉 単身高齢者（60歳以上）が賃借人の場合

1 2 3 4

居住支援法人による残置物処理について
詳しくはこちら



▶ 居住支援法人等が大家と連携し、①日常の安否確認、②訪問等による見守り、
③生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行います。

居住支援に活用できるその他の補助・制度

居住サポート住宅について
詳しくはこちら

認定された居住サポート住宅の閲覧等はこちら
（居住サポート住宅情報提供システム）
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※課題が複雑など､つなぎ先の判断に迷う
場合は自立相談支援機関にて受け止め

供給体制 居住サポート住宅 つなぐ福祉サービス（例）

➡家計把握や意欲向上の支援
➡就労支援、生活保護の利用

➡ホームヘルプ、デイサービス

➡母子･父子自立支援員による相談､助言
➡こどもの生活指導や学習支援

➡居宅介護、自立生活援助
➡就労支援　等

・要配慮者については認定保証
業者が家賃債務保証を原則
引き受け

・入居者が生活保護受給者の
場合、住宅扶助費及び共益費
の代理納付を原則化

・市区町村長（福祉事務所設置）
等が計画を認定

孤独死､残置物､家賃
滞納･･･いろいろと
心配。安心して部屋
を貸したい。

要配慮者の生活安定の
ため住宅提供や福祉へ
のつなぎをスムーズに
行いたい。

・改修費、家賃低廉化等の補助

大家等向けの支援制度 居住支援法人向けの支援制度
セーフティネット住宅・
居住サポート住宅の支援制度

その他の支援制度

・改修費の補助
・家賃低廉化の補助
・家賃債務保証料等の低廉化の補助
・住み替えの補助

地域の居住支援体制に向けて、地方公共
団体とさまざまな関係者・団体等が協議
する “つながりの場” です。

居住支援協議会の一覧はコチラ ▶ 居住支援法人の一覧はコチラ ▶
セーフティネット住宅
情報提供システムはコチラ ▶

・居住支援協議会等活動支援
モデル的な取り組みへの支援
・人生１００年時代を支える住まい環境整備モデル事業
・みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業

・自立相談支援事業
・地域居住支援事業（低額所得者向け）
・高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
・住宅入居等支援事業

モデル的な取り組みへの支援
・人生１００年時代を支える住まい環境整備モデル事業
・みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業

大家

居住支援法人等

 ICT等による安否確認❶

訪問等による見守り

福祉サービスにつなぐ

❷

❸

入居者
（住宅確保要配慮者）

高齢者

ひとり親

障害者

手続

特例

支援

連携 要配慮者に
住宅を供給

生活にお困りの方

入居する要配慮者の生活や
心身の状況が不安定になったとき

・自立相談支援機関
・福祉事務所

・高齢者福祉の相談窓口

・福祉事務所
・母子家庭等就業･自立支援センター

・障害者福祉の相談窓口

居住支援協議会
住宅セーフティネット法に基づき都道府県
が指定した、地域で居住支援活動に
取り組む法人です。

居住支援法人

国の支援制度【国土交通省関連】

市区町村等からの委託により活用可能な事業
【厚生労働省関連】

要配慮者の入居を拒まない住宅として
登録された住宅です。

セーフティネット住宅

居住支援法人等が大家と連携し
入居中のサポートを行う「居住サポート住宅」を創設
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